
市民税の確認方法 

＜市民税・県民税税額決定（納税）通知書＞（市民税を個人で納付している場合） 

６月中旬に、次の A4 サイズの通知が郵送されるので、この通知から市民税の

課税状況を確認することができます。 

※ただし、非課税の場合にはこの通知は届きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○６月中旬以降も通知が届かない場合（事業所（会社）から特別徴

収税額の決定通知書も配布されていない） 

 →市民税が非課税＝1/2額減免・助成 ※未申告者等を除く 

 

○「所得割額」が０円の場合（均等割額は課税されている） 

 →市民税の所得割が非課税で、均等割のみ課税 

＝１/4額減免・助成 

 

○「所得割額」と「均等割額」がともに課税されている場合 

 →市民税が課税＝減免・助成対象外 

市民税の 

所得割額と 

均等割額を 

チェック 

市民税 県民税 

拡大 



＜給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書＞（市民税を事業所（会社）が給与からの引き去りで納税されている場合） 

５月下旬に、次の横長の通知が、事業所（会社）から配布されますので、この通知から市民税の課税状況を確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「所得割額⑥」と「均等割額⑦」がともに０円の場合 

 →市民税が非課税＝1/2額減免・助成 

 

○「所得割額⑥」のみ０円の場合（均等割額は課税されている） 

 →市民税の所得割が非課税で、均等割のみ課税＝1/4額減免・助成 

 

○「所得割額⑥」と「均等割額⑦」がともに課税されている場合 

 →市民税が課税＝減免・助成対象外 

市民税の 

所得割額⑥と 

均等割額⑦を 

チェック 

拡大 


